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（趣旨） 

第１条 この東京ゼロエミ住宅認証審査業務規程（以下「規程」という。）は、アウェイ

建築評価ネット株式会社（以下「ＡＢＮ」という。）が、東京都が定めた（東京ゼロエ

ミ住宅の認証に関する要綱（以下「認証要綱」という。）に従って実施する、東京ゼロ

エミ住宅指針（以下「指針」という。）に定められた認証事項が認証要件に適合するか

を審査（以下「認証審査」という。）する業務について必要な事項を定めるものである。 

 

（基本方針） 

第２条 認証審査について、公正かつ適確に実施するものとする。 

 

（認証審査の業務を行う時間・休日） 

第３条 認証審査の業務を行う時間は、次項に定める休日を除き、午前９時３０分から午

後６時００分までとする。 

２ 認証審査の業務の休日は、次に掲げる日とする。 

⑴ 日曜日及び土曜日 

⑵ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に定める休日 

⑶ １２月２９日から翌年の１月４日まで 

３ 認証審査の業務を行う時間及びその休日については、緊急を要する場合その他正当な

事由がある場合又は事前に建築主との間において認証審査の業務を行う日時の調整が図

られている場合は、前２項の規定によらないことができる。 

 

（事務所の所在地） 

第４条 ＡＢＮの所在地は、東京都新宿区揚場町２番１８号とする。 
 

（評価の業務を行う区域） 

第５条 ＡＢＮの業務区域は、東京都とする。 

 

（認証審査の業務を行う範囲） 

第６条 ＡＢＮは、住宅の品質確保の促進等に関する法律（以下「住宅品確法」という。）

第７条第２項第１号から第３号までに掲げる住宅の種別ごとの、設計確認審査、設計変

更確認審査及び工事完了検査に係る認証審査の業務を行うものとする。 

 

（認証審査の実施方法） 

第７条 ＡＢＮは、認証要綱の規定に従い認証審査を実施する。ただし、認証要綱の規定

に付加して、ＡＢＮは、次条以降に定める事項に従い認証審査の業務を実施することと

する。 
 



（設計確認審査の申請に付加する事項） 

第８条 認証要綱第９条第１項に定める設計確認申請の場合、当該建築主は、同条に定め

られた添付すべき図書に加えて、ＡＢＮが定める東京ゼロエミ住宅認証審査サービス申

込書を添えて、ＡＢＮに提出するものとする。 

 

（設計変更確認審査の申請等に付加する事項） 

第９条 認証要綱第１３条に定める設計変更確認申請の場合、当該建築主は、同条第１項

及び第２項に定められた添付すべき図書に加えて、ＡＢＮが定める東京ゼロエミ住宅認

証審査サービス申込書を添えて、ＡＢＮに提出するものとする。 

 

（工事完了検査の申請に付加する事項） 

第１０条 認証要綱第１６条に定める工事完了申請の場合、当該建築主は、同条第１項か

ら第３項に定められた添付すべき図書に加えて、ＡＢＮが定める東京ゼロエミ住宅認証

審査サービス申込書を添えて、ＡＢＮに提出するものとする。 

 

（認証審査の申請の受理及び契約） 

第１１条 ＡＢＮは、認証要綱及び規程に従い認証審査の各申請があったときは、次の事

項を確認し、当該申請を受理することができる。 

⑴ 認証審査を申請された住宅の所在地が、第５条の業務を行う区域内であること。 

⑵ 認証要綱及び規程に従いＡＢＮに提出すべき申請書及び図書（以下「認証審査用提

出図書」という。）に形式上の不備がないこと。 

⑶ 認証審査用提出図書に記載された内容に明らかな虚偽がないこと。 

⑷ 前各号に定める他、ＡＢＮが受理するうえで不適当と認める事項がないこと。 

２ ＡＢＮは、前項の確認により、認証審査用提出図書が同項各号のいずれかに該当する

と認める場合においては、その補正を求めるものとする。 

３ 申請者が前項の求めに応じない場合又は十分な補正を行わない場合においては、ＡＢ

Ｎは、受理できない理由を明らかにするとともに、申請者に認証審査用提出図書を返却

する。 

４ ＡＢＮは、第１項により認証審査に申請を受理した場合においては、申請者に引受承

諾書を交付する。この場合、申請者とＡＢＮは別に定める東京ゼロエミ住宅認証審査業

務約款に基づき契約を締結したものとする。 
 

（認証審査料金） 

第１２条 ＡＢＮは、認証審査の実施に関し、別にＡＢＮにおいて定める認証審査料金を

徴収することができる。 

２ ＡＢＮは、前項の適合審査料金についての請求、収納等の方法を別に定めるものとす

る。 



 

（事前相談） 

第１３条 建築主及び手続代行者は、認証審査の申請に先立ち、ＡＢＮに相談をすること

ができる。この場合において、ＡＢＮは、誠実かつ公正に対応するものとする。 
 

（電子情報処理組織に係る情報の保護） 

第１４条 ＡＢＮは、電子情報処理組織による申請の受付及び取下げ並びに認証書等又は

不交付通知書等の交付を行う場合にあっては、情報の保護に係る措置について別に定め

ることとする。 

 

（都への報告等） 

第１５条 ＡＢＮは、東京都知事から認証審査の内容、判断根拠等の業務に関する報告等

を求められた場合、それらの情報について報告等を行うこととする。 
 
（附則） 
この規程は、令和元年１０月１日より施行する。 
 


